
い
い
え

は
い

は
い

市内に住所がある親族が、あな
たを扶養親族として申告、もし
くは年末調整をしていますか？

※市外に住所がある方の扶養
　親族になっている方は
　　　　　　　 いいえへ

非課税収入を除いた所得が58万
円以下の方は税法上の扶養親族に
なれます。

は
い

は
い

３ 申告会場での提出
詳細は裏面をご覧ください。

１　申告書
２　「マイナンバーカード（個人番号カード）」または「マイナンバー通知カード等と身元確認書類」
３　前年中の所得が明らかになる資料（給与・公的年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書等）
４　営業等・農業・不動産所得のある方は収支内訳書（事前に収入・支出を計算してください）
５　前年中に支払った保険料等がわかる資料
　⑴　国民年金保険料・生命保険料・地震保険料は証明書
　⑵　医療費は医療費控除の明細書および医療費通知
　⑶　健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は支払った金額のわかるもの
※別紙「申告書の書き方」および同封の「本人確認書類添付台紙」もご覧ください。

◎申告に必要なもの

（再生紙を使用してあります）

あなたは、市民税・県民税・国民健康保険税の申告が必要ですか？

所得税の確定申告をしなければならない方
1  事業所得・不動産所得・雑所得等があり、所得税が発生する方
2  譲渡所得や山林所得のある方
3  住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受ける方
4  所得税の還付を受ける方
5  給与所得者で、給与所得以外の所得金額が20万円を超える方
6  青色申告の方
7  公的年金等に係る収入金額が400万円を超え、所得税が発生する方

スタート

い
い
え

は
い

住民登録はなくても、実際の
居住地は松本市ですか？

【注】1　上の図は申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安であり、ここに載っていないケースでも申告が必要な
場合があります。

【注】2　申告が必要な方が申告書を提出しないと、市・県営住宅の入居や各種届出・申請に必要な証明書の交付が受けら
れません。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や医療、福祉、保育等の各種判
定において不利益が生じる可能性がありますので、必ず申告をしてください。

ご不明な点は市民税課へお問い合わせください。

申告は不要です。

申告が必要です。

いいえ
年末調整をした
会社以外からの
給与はありますか？

12月まで在職し、会社で
年末調整を受けましたか？
年末調整とは、給与から差し引かれ
た所得税の精算手続きのことです。

令和8年1月1日
現在にお住まい
の市町村へ申告
してください。

ただし、勤め先から市役所へ
給与支払報告書の提出がない
方については申告をしていた
だくことになります。
また、年末調整分以外の所得
控除等を受ける方は申告をし
てください。

申告は不要です。

※場合によっては、所得税の確定申告
　をしていただくこともあります。

申告が必要です。

申告は不要です。

いいえ

いいえ

いいえ

い
い
え

は
い

は
い

い
い
え

確定申告をされる方は、
市への申告は不要です。

税務署に確定申告を
しますか？はい

令和8年１月１日現在、松本市
に住民登録がありますか？

は
い

はい
　  前年中に収入はありましたか？
※非課税収入（遺族・障害年金、児童扶養手当、
　　失業給付金等）のみの方は いいえへ

い
い
え

公的年金（遺族・障害年金
を除く）収入のみですか？
※公的年金と非課税収入
　  の両方の方もはいへ

　 給与収入のみですか？
※給与以外の収入が非課税収入のみの
　方は はいへ

いいえ

いいえ

　この申告は、市民税、県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を算定する基礎と
なるほか、各種届出書・申請書に必要な証明書などを発行する場合の重要な資料となります。
　申告が必要な方は、必ず申告書を提出してください。
　なお、この申告書は昨年申告を行った方等に送付しております。

日本年金機構等へ扶養親族等申
告書を提出し、医療費、生命保険
等他に追加する所得控除はあり
ますか？
（追加しても、他の控除により、市
民税・県民税に影響がない場合
があります）

次に該当しますか？
（1）65歳未満の方
　年金収入101万5千円以下
　で扶養親族がいない
（2）65歳以上の方
　年金収入151万5千円以下
　で扶養親族がいない

令和8年度市民税・県民税国民健康保険税申告について

★提出期限　３月１6日（月）まで
★提出方法

　別紙「申告書の書き方」をご覧いただき申告書に必要事項を
記入のうえ、証明書類等を添付して郵送してください。
　なお、申告書には電話番号を必ず記入してください。
※証明書類の添付がない場合は控除が受けられません。
※マイナンバーカードの写し等の添付が必要になります。
　同封の「本人確認書類添付台紙」をご利用ください。
※申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒（宛名を記入のうえ、
　切手を貼付したもの）を同封してください。

２ 郵送での提出（３月16日（月）必着）

松本市役所市民税課
〒３９０－８６２０  松本市丸の内３番７号
☎（０２６３）３４－３０００（代表）
　 内線１３５４～１３５９
　（０２６３）３４－３２３２（直通）
　（０２６３）３６－９３４５

　申告手続きについての詳細は、松本市公式ホームページをご覧ください。
申告書作成システム（右の二次元コードからご覧いただくか
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/e-shinsei/50125.html
へアクセスしてください。）より申告書を作成、電子送信してください。
※市民税・県民税額やふるさと納税の控除限度額の試算もできます。

１ 電子送信での提出（３月16日（月）２３：５９までに送信）

◎所得税の確定申告をする方

松 本 税 務 署
〒３９０－８７１０
松本市城西２丁目１番２０号
☎（０２６３）３２－２７９０
　（自動音声案内）

　右ページ「所得税の確定申告をしなければならない方」に当てはまる方
や税務署から確定申告のお知らせはがき等が郵送されている方は松本税
務署に確定申告書を提出してください。
※所得税の確定申告に係るマイナンバーの取り扱いについては松本税務
署へお問い合わせください。

※できる限りe-Taxで申告、または郵送で松本税務署へご提出ください。

松本市公式
ホームページ
申告書作成

システムはこちら

は
い



至松本駅

至北松本駅

女　鳥　羽　川

蟻ケ崎高校
文

松本城丸の内消防署●

蟻ケ崎高校

大手２丁目 松本城大手１丁目

松本神社前松本城西 市役所北

松本城・市役所前

松本市役所松本税務署

◎松本市役所周辺案内図

◎交通案内

●松本市役所
　松本市丸の内３番７号　申告についての問い合わせ先：市民税課 ☎（0263）34-3232 FAX（0263）36-9345
●松本税務署
  松本市城西２丁目１番２０号　☎（0263）32-2790（自動音声案内）

各会場とも駐車場の混雑が予想されます。松本市役所本庁舎にお越しの方はなるべく公共交通機関の
ご利用をお願いします。
◆ バス： ＪＲ松本駅お城口
 『タウンスニーカー　北コース』または『浅間線』に乗り、「松本城・市役所前」で下車

※申告会場は 松本市役所 本庁舎 3階 大会議室 です。

ご自宅のパソコンやスマートフォンから
申告書の作成や送信ができます

詳細は松本市公式ホームページを検索

必要書類を準備
自宅のパソコンや
スマートフォンから

送信

郵送で提出

自宅のパソコンや
スマートフォンで

申告書作成

手続きの流れ

★申告受付会場と日程
受付開始：各会場とも申告開始の30分前からになります。
※岡田出張所、笹賀出張所、内田出張所、入山辺出張所、寿台公民館、奈川支所、ふれあいパーク乗鞍
　では申告受付を行いませんので予めご了承ください。
※松本市役所本庁舎以外の申告時間は、正午～午後1時を除きます。
※申告書上部に記載の受付指定日にお越しください。 ご都合が悪い場合は別会場でも申告いただけ
　ます。

地区名 日程（土曜・日曜・祝日を除く） 申告時間 申告会場

本庁管内 2月16日(月) ～ 3月16日(月) 午前９時～午後３時 松本市役所
本庁舎３階　大会議室

新 村 2月2日(月) ～ 2月3日(火) 午前９時～午後３時 新村出張所

島 内
2月2日(月) ～ 2月3日(火) 午前９時～午後３時 島内出張所

2月9日(月) 午前９時～正午 山田公民館（山田町会のみ）

波 田 2月3日(火) ～ 2月6日(金) 午前９時～午後３時 波田支所

中 山 2月5日(木) ～ 2月6日(金) 午前９時～午後３時 中山出張所

神 林 2月9日(月) ～ 2月10日(火) 午前９時～午後３時 神林出張所

本 郷
岡 田 2月10日(火) ～ 2月12日(木) 午前９時～午後３時 本郷支所

四 賀 2月10日(火) ～ 2月13日(金) 午前９時～午後３時 四賀支所

里 山 辺
入 山 辺 2月12日(木) ～ 2月13日(金) 午前９時～午後３時 里山辺出張所

今 井 2月13日(金) ～ 2月16日(月) 午前９時～午後３時 今井出張所

芳 川
笹 賀 2月17日(火) ～ 2月19日(木) 午前９時～午後３時 芳川出張所

和 田 2月20日(金) ～ 2月24日(火) 午前９時～午後３時 和田出張所

寿
寿 台
松 原
内 田

2月25日(水) ～ 3月2日(月) 午前９時～午後３時 寿出張所

安 曇
奈 川 3月3日(火) ～ 3月4日(水) 午前９時～午後３時 安曇支所

島 立 3月4日(水) ～ 3月5日(木) 午前９時～午後３時 島立出張所

梓 川 3月10日(火) ～ 3月13日(金) 午前９時～午後３時 梓川支所



市民税・県民税・国民健康保険税申告受付書

令
和

年
度

あなたの申告の

◎受付指定日

◎申 告 会 場

◎申 告 時 間

別紙申告書の書き方をご覧いただき、申告をしてください。

令和8年度　市民税・県民税・国民健康保険税申告書
宛先 松  本  市  長

作
成
税
理
士
氏
名

氏名

受付者

円

円

円

円

円

※裏面にも記入する欄がありますので該当する方は記入してください。（前年中に収入がなかった方も裏面 16 に記入してください。）

※ 個人番号 欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 2条第 5項に規定する個人番号をいう。）を記入してください。

□　給与から差引（特別徴収）
□　自分で納付（普通徴収）

5 給与・公的年金等に係る所得以外（令和8年4月
 1日において65歳未満の方は給与所得以外）
 の市民税・県民税の納付方法

1

額

金

入

収

等

2

金

得

所

額

事
業

事
業

雑

渡
譲
合
総

営 業 等 ア

農 　 業 イ

公的年金等 キ

そ の 他
ク

短  　期

業  　務
ケ

長  　期
コ

ウ不　動　産
エ利　　　子
オ配　　　当
カ給　　　与

①営 業 等
②農 　 業

公的年金等
業　務
その他

合計（⑦+⑧+⑨）

③不　動　産
④利　　　子

⑨

合計（　　　　 ）

⑤配　　　当
⑥給　　　与

⑧

総合譲渡・一時

⑦

雑

サ

シ一　　　時

円

3　所得から差し引かれる金額に関する事項

㉑～㉒

氏　　　名 続柄 特定親族同・別居
の区分生 年 月 日

□  同 居
□  別 居・        ・平・令

□  同 居
□  別 居・        ・平・令

□  同 居
□  別 居・        ・平・令

個人番号

個人番号

個人番号

16

の
満
未
歳

族
親
養
扶

）
外
象
対
除
控
（

扶養控除
額の合計

配 偶 者 控 除・
配偶者特別控除・
同一生計配偶者

明・大
昭・平 ・        ・

配  偶  者  の  氏  名 生　年　月　日
配偶者の
合計所得
金額

⑬

⑯

⑮

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

⑳
障 害 者 控 除

円

円

円

円

社　会　保　険　の　種　類 支　払　っ　た　保　険　料

合　　　　　計
新　生　命　保　険　料　の　計 旧  生  命  保  険  料  の  計

介  護  医  療  保  険  料  の  計

地　震　保　険　料　の　計 旧  長  期  損  害  保  険  料  の  計

新  個  人  年  金  保  険  料  の  計 旧  個  人  年  金  保  険  料  の  計

氏名 障害の程度 級・度
氏名 障害の程度 級・度

⑰～⑲
寡婦控除・ひとり親
控除・勤労学生控除 

⑲ □ 勤労学生控除

 □ 同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）

（学校名）
⑰ □ 寡婦控除 ⑱

□ ひとり親
控　　除

□ 死別
□ 離婚

□ 生死不明
□ 未帰還

生年
月日

宛名
番号現  住  所

1月1日現在
の　住　所
ふ り が な

氏　　  名
電 話  番  号
世帯主名（続柄） （             ）

明・大・昭
平・令 ・ ・

個人番号

4

額
金
る
れ
か
引
し
差
ら
か
得
所

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘区
分医療費控除※

⑩

社会保険料控除

⑪

小規模企業共済等掛金控除

⑫

生命保険料控除

⑬

地震保険料控除

⑭

寡婦、ひとり親控除

配偶者（特別）控除

⑮

⑯

勤労学生、障害者控除

⑰
⑱

扶　養　控　除

⑲
⑳

特定親族特別控除
基　礎　控　除

雑　損　控　除

㉙合計（㉖+㉗+㉘）

㉒
㉑

⑬から㉕までの計

※医療費控除において、地方税法附則第４条の４の規定

　場合は、区分に１を記入してください。

8

円

円

・ 　　・
㉗

㉘

雑　損　控　除

医 療 費 控 除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

損 害 金 額 保険金などで補てんされる金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額
円 円

円
支　払　っ　た　医　療　費 保険金などで補てんされる金額

　（セルフメディケーション税制）の適用を選択される

なるべく郵送またはインターネットによる
電子送信で提出してください。

①から⑥まで
の計+⑩+⑪

※受付は、申告開始の30分前から行います。
※松本市役所本庁舎を除き、正午から午後1時までの時間は
　受付を行いません。また、全ての会場で土曜日、日曜日、
　祝日の受付は行っておりません。
※ご都合が悪い場合は、別会場でも申告いただけます。
岡田出張所、笹賀出張所、内田出張所、入山辺出張所、寿台
公民館、奈川支所、ふれあいパーク乗鞍では申告受付を行い
ませんので予めご了承ください。

個人番号

万円控除額

万円控除額

万円控除額

万円控除額

□  同 居
□  別 居

明・大
昭・平 ・        ・

□  同 居
□  別 居

明・大
昭・平 ・        ・

□  同 居
□  別 居

明・大
昭・平 ・        ・

□  同 居
□  別 居

明・大
昭・平 ・        ・

※別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名及び
　住所を記入してください。
※当該親族等が特定親族である場合には、「特定親族」欄に○を記入してください。

個人番号

個人番号

個人番号

個人番号

㉓
〜
㉔
扶
養
控
除

松本市丸の内3－7

160,000

170 ,000

4 ,000 21 ,000

110 ,000

120 ,000

国民健康保険

松本 太郎

松本 花子

松本 三郎

松本 雪子

子

孫

身体 5

0

国民 年 金
介護保険

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

6,340,000
550,000

1,320,000

1,962,400
－500

220,000

220,000

2,181,900

10,000

350,300

70,000
12,000

260,000
330,000
450,000
430,000

1,902,300

1,912,300

150 ,000
40 ,700
159 ,600
350 ,300

松 本 太 郎
まつ もと 　 た ろう

同　上 32

35

14 5 6

27 1 3

45

45

10 21

34ー3232
1 1

16　前年中に収入がなかった方の記載欄
1 扶養されていた方（下記に記入してください。）
 扶養者氏名〔続柄〕 住所〕〔

12　別居の扶養親族等に関する事項
氏　　　名 住　　　　　所 国　外　居　住

10　総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

円円 イ

ロ

ハ

円

赤字の時「0」

円 円

渡
譲
合
総 短　　　　期

長　　　　期

一　　　　時

収  入  金  額  Ⓐ 必  要  経  費  Ⓑ 差引Ⓒ＝Ⓐ－Ⓑ 所 得 金 額 Ⓒ － Ⓓ特 別 控 除 額 Ⓓ

ニ　合計　イ＋［（ロ＋ハ）×1/2］右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。
右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

円円 ％/ 12

/ 12

資　 産 　名 　称 取 得 年 月 取  得  金  額 償 却 の 基 礎 Ⓐ 償 却 方 法 耐 用 年 数 償却率
Ⓑ

使用月数
Ⓒ

事業割合
Ⓓ

償却額
（Ⓐ×Ⓑ×Ⓒ×Ⓓ）

費
却
償
価
減

昭・平
令 年　　月

昭・平
令 年　　月

電 話 番 号

勤 務 先 名

法人番号又は
所　在　地

合　　　　計 円

円

円円

賞　 与　 等

月　　　収日　　　給 勤務
日数月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票
のない人は記入してください。

6　給与所得の内訳 7　事業・雑所得の内訳

円

職種・屋号

主な仕入先

所得金額　 ①－②

金     額項              目

売　上　金　額

家　事　消　費

売　上　原　価

給  与  ・  賃  金

地  代  ・  家  賃

租　税　公　課

水 道 光 熱 費

旅 費 ・ 交 通 費

通　　信　　費

修　　繕　　費

消　耗　品　費

入

収

必

要

経

費

経　費　合　計　②

収　入　合　計　①

減 価 償 却 費

雑　　　　  費

8　農業所得の内訳

円

雑　　収　　入

雇　　人　　費

租　税　公　課

種　　苗　　費

小作料・賃借料

肥　　料　　費

農　　具　　費

農　　薬　　費

修　　繕　　費

動  力  光  熱  費

農 業 共 済 掛 金

所得金額　 ①－②

金     額項              目

売　上　金　額

家　事　消　費
入

収

必

要

経

費

経　費　合　計　②

収　入　合　計　①

減 価 償 却 費

雑　　　　  費

9　不動産所得の内訳

円

所得金額　 ①－②

金     額項              目

家 賃

地 代

駐  車  場  収  入

権　　利　　金

租　税　公　課

修　　繕　　費

損  害  保  険  料

借 入 金 利 子

入

収

必

要

経

費

経　費　合　計　②

収　入　合　計　①

減 価 償 却 費

雑　　　　  費

11　事業専従者に関する事項

円

個人番号

個人番号

承認あり・承認なし 合計額所得税における青色申告の承認の有無

氏　　　　名 生　年　月　日 従事月数 専従者給与（控除）額続柄
明・大
昭・平 ・　　　 ・

明・大
昭・平 ・　　　 ・

円

15　所得金額調整控除に関する事項

個人番号

氏　　　　名 生　年　月　日 別　居　の　場　合　の　住　所特別障害者に
該当する場合続柄

明・大・昭
平・令

級
度・　　　 ・

2 非課税収入のみの方（当てはまるものに○を付けてください。）
 遺族年金・障害年金・児童扶養手当・失業給付金・その他（ ）　

3 その他（当てはまるものに○を付けてください。）
 預貯金・生活保護・その他（   ）　生活状況を記入してください。：

14　寄附金に関する事項
円

長野県共同募金会、日赤長野県支部、
都道府県・市区町村分（特例控除対象以外） 

都 道 府 県 ・ 市 区 町 村 分
（特例控除対象）

長  野  県

松  本  市
条例指定分

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してくだ
さい。ただし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法
人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入
せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。

13　事業税に関する事項
円

円

円

番号 所得金額非　課　税　所　得　な　ど

損益通算の特例適用前の
不　  動  　産  　所  　得

事業用資産の譲渡損失など

前 ）廃（開の中年 業 開始・廃止 月　　　日

資産の種類 損失額、被災損失額（白）

□　　他　都　道　府　県　の　事　務　所　等

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払
□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　　□障害者
□38万円以上の支払

松本 一郎

松本 三郎 東京都○○区○○1ー3－5

子

子の妻松本 梅子

2 6 2

3 8 9

12 500,000

500,000

1,000,000

12
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

〔表面〕

〔裏面〕

所得控除
控除項目 内　　　　　容 控　　除　　額

社 会
保 険 料

健康保険料等・国民健康保険税・介護保険料
後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等
※領収書の添付または提示が必要

前年中の支払保険料合計額
※本人が納付書または口座振替で支払った社会保険料（普通徴

収）は、申告が必要です。申告をされませんと、社会保険料控
除には含まれません。

※自己と生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から
引き落とし（特別徴収）されている社会保険料は、自己の社会
保険料控除にはなりません。

小 規 模
企業共済
等 掛 金

小規模企業共済掛金・心身障害者
扶養共済掛金等
※領収書の添付または提示が必要

前年中の支払保険料合計額

生 命
保 険 料

①前年中に支払った保険料
新契約
平成 24 年 1 月 1 日以降に締結した、
一般生命保険料、個人年金保険料及び介護医療
保険料　※証明書の添付または提示が必要

支払った各保険料
12,000 円以下 …………… 支払った保険料の金額
12,001 円～ 32,000 円  … 支払った保険料× 1/2 ＋ 6,000 円
32,001 円～ 56,000 円  … 支払った保険料× 1/4 ＋ 14,000 円
56,001 円以上 …………… 一律 28,000 円

②前年中に支払った保険料
旧契約
平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した、
一般生命保険料、個人年金保険料
※証明書の添付または提示が必要

支払った各保険料
15,000 円以下 …………… 支払った保険料の金額
15,001 円～ 40,000 円  … 支払った保険料× 1/2 ＋ 7,500 円
40,001 円～ 70,000 円  … 支払った保険料× 1/4 ＋ 17,500 円
70,001 円以上 …………… 一律 35,000 円

一般生命保険または個人年金保険に関して新契約と
旧契約の両方に保険料を支払っている場合

新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額
（上限 28,000 円）

一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険控除の合計適用限度額……………………… 70,000 円

地 震
保 険 料

①地震保険料　※証明書の添付または提示が必要 支払った各保険料の 1/2 の額（限度額 25,000 円）

②平成 18 年 12 月 31 日までに締結した
長期損害保険契約の保険料
※証明書の添付または提示が必要

5,000 円以下……………… 支払った保険料の金額
5,001 円～ 15,000 円 …… 支払った保険料× 1/2 ＋ 2,500 円
15,001 円～ ……………… 一律 10,000 円

③地震保険料や長期損害保険料の支払いがある場
合 ①と②それぞれで計算した合計金額（上限額 25,000 円）

④契約で地震保険料と長期損害保険料の両方備
わっている保険 地震保険料か長期損害保険料のどちらかを選択

寡 婦 裏面をご覧ください。 26 万円

ひとり親 裏面をご覧ください。 30 万円

勤労学生
学生で合計所得金額が 85 万円以下であり、かつ自
己の勤労によらない所得が 10 万円以下の方
※学生である証明書の提示またはコピーの添付が必要

26 万円

障 害 者

本人、または本人の扶養親族が障害者の場合
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳に記載されている等級、または高齢福祉課で発
行している認定書の内容を記入してください。
※手帳等の提示またはコピーの添付が必要

特 別 障 害 者

同居特別障害者

障 害 者

30 万円

53 万円

26 万円

 （身体 1 ～ 2 級の方、精神 1 級の方、
   知的 A1・A2 の方）　
 （本人・配偶者・生計を一にする親族の
 いずれかと同居している特別障害者）
 （上記以外の障害者の方）

配 偶 者 裏面をご覧ください。 裏面をご覧ください。

扶 養

配偶者を除いた生計を一にする親族で前年の合計
所得金額が 58 万円以下の場合（専従者は除く）
※特定扶養 58 万円超は裏面をご覧ください。

老　　人：70 歳以上（S.31.1.1 以前生まれ）の方 38 万円
同居老親：上記のうち本人またはその配偶者と同居
　　　　　している父母等 45 万円
特　　定：H.15.1.2 ～ H.19.1.1 生まれの方 45 万円
一　　般：S.31.1.2 ～ H.15.1.1 及び H.19.1.2 ～ H.22.1.1 生ま
　　　　　れの方 33 万円

16 歳未満の扶養親族（控除対象外） 年少：H.22.1.2 以降生まれの方　※市民税・県民税の非課税基
準算出等に必要となりますので、氏名等を記入してください。

※同居・別居のいずれかにチェックを入れてください。同居していない方は裏面に住所を記入してください。
※国外居住親族にかかる扶養控除等の適用を受ける方は、親族関係書類および送金関係書類の添付または提示が必要

です。また、国外居住親族が 30 歳以上 70 歳未満の場合は、上記書類に加えて、次のいずれかの確認書類の添付
または提示が必要になります（これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です）。
　①留学ビザ等書類　②障害者手帳　③前年中に 38 万円以上の支払いを受けている送金書類

基礎控除 前年の合計所得金額により次の控除額となります。

2,400 万円以下…………………… 43 万円
2,400 万円超  2,450 万円以下 … 29 万円
2,450 万円超  2,500 万円以下 … 15 万円
2,500 万円超 …………………………  0 円

雑 損 災害・盗難等により家財などに損害を受けた場合
※領収書の添付または提示が必要

次のいずれか多い金額
①（損失額−保険等の補てん額）−（総所得金額×10%）
②災害関連支出額− 5 万円

医
療
費

医 療
費控除

本人および生計を一にする親族のために医療費を支
払った場合
※医療費控除の明細書の添付が必要
※領収書の添付または提示では不可

（前年中に支払った医療費 – 保険金等の補てん額）–（「10 万円」
または「総所得金額の 5％」のいずれか少ない金額）

（限度額 200 万円）
※セルフメディケーション税制との併用は不可

医療費控
除の特例

（ セ ル フ
メディケ
ー ション
税制）

健康の保持増進、疾病の予防の取り組みを行う方が、
本人および生計を一にする親族のために特定一般用
医薬品購入費を支払った場合
※セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要

（前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費 – 保険金等の補て
ん額）– 1 万 2 千円（限度額 8 万 8 千円）
※医療費控除との併用は不可

収入金額等・所得金額
所 得 の
種 類 内　　　　容 備　　　　考

営 業 等 製造業・飲食業・サービス業・医師
外交員・作家等 収支内訳書を添付するか、申告書裏面の 7 ～ 9 の内

訳の欄に記入してください。農　 業 農産物の生産・家畜の飼育等

不 動 産 地代・家賃等

利　 子 預貯金の利子等 源泉徴収されたものは申告不要

配　 当 株式の配当等 年間取引報告書、支払いのわかるものを添付または
提示してください。

給　 与

給与・賃金・賞与等
（パート・アルバイトを含む）
給与所得の計算方法については裏面をご
覧ください。

源泉徴収票を添付または提示してください。
源泉徴収票のない方は、裏面 6 の給与所得
の内訳の欄に記入してください。

雑

公
的
年
金
等

国民年金・厚生年金・共済年金等の年金
所得の計算方法については裏面をご覧く
ださい。

源泉徴収票を添付または提示してください。
※遺族年金・障害年金等を受給している方は、裏面

16 の「前年中に収入がなかった方の記載欄」に
記入してください。

業 務 副業に係る収入のうち、営利を目的とし
た継続的なもの 申告書裏面の 7 の内訳の欄に記入してください。

その他 生命保険契約の年金等 支払いの証明書等を添付または提示してください。

総 合 譲 渡 車両・機械・営業権等の不動産以外の資
産の譲渡

保有期間　　5 年以下‥短期　5 年超‥長期
特別控除額　50 万円
※詳細は申告書裏面 10 の欄に記入してください。

一　　 時 生命保険満期金等 一時所得の特別控除額は 50 万円
※詳細は申告書裏面 10 の欄に記入してください。

住所・氏名・生年月日・マイナンバー（個人番号）
現住所と令和 8 年１月１日現在の住所を記入してください。
氏名、ふりがな、生年月日、マイナンバー、電話番号等を必ず記入してください。

申 告 書 の 書 き 方
令和 7 年１月１日から１２月３１日までの内容を記入してください。
この「申告書の書き方」は、一般的な事柄について説明してありますので、
ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
※こちらは、令和 7 年１０月３１日現在の地方税法に基づいて作成してあります。

所得金額調整控除の要件に該当する方はこちらに記入してください。
詳しくは、裏面をご覧ください。

所得金額調整控除

前年中に収入がなかった方、または非課税収入（遺族年金・障害年金・児童扶養手当・失業給付金等）の
みの方は、こちらに記入してください。

前年中の収入がなかった方または非課税収入のみの方

※配偶者・扶養親族を記入する際には、該当者のマイナンバー（個人番号）も記入してください。

税額から差し引かれる金額
控 除 項 目 内　　　　容　 備　　　　考

寄 附 金
都道府県・市区町村、長野県共同募金会、日
本赤十字社長野県支部、長野県・松本市の条
例で指定した団体等に対して支出した寄附金

寄附金の領収書を添付してください。
合計で 2,000 円を超える寄附金が対象となります。

国外居住親族の扶養控除等の適用を受ける方
　扶養控除等の適用を受ける方は、下記書類の添付または提示が必要です。

国外居住控除対象扶養親族の区分 添付または提示が必要な書類

配偶者 「親族関係書類」 「送金関係書類」

30歳未満又は70歳以上　
（～S.31.1.1、H.8.1.2～） 「親族関係書類」 「送金関係書類」

30歳以上
70歳未満

（S.31.1.2
～ H.8.1.1）

留学生※1 「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」 「送金関係書類」

障害者 「親族関係書類」及び「障害者手帳」 「送金関係書類」

38万円以上送金※2 「親族関係書類」 「38万円送金書類」

※１「留学生」とは、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者をいいます。
※２「38万円以上送金」とは、扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費

に充てるための支払を38万円以上受けている者をいいます。

事業専従者
事業主と生計を一にする親族（15 歳未満の人は除く）で、その事業に従事した期間が１年間を通じ６か月を超
える方が該当します。控除額は専従者の給与収入になります。白色申告者の場合、一人当たりの専従者控除額
は次のいずれか少ないほうになります。
①事業専従者控除額控除前の所得金額÷（専従者数＋１）
② 50 万円（配偶者は 86 万円）

※事業専従者を記入する際には、該当者のマイナンバー（個人番号）も記入してください。



配偶者の
合計所得金額

納税者本人の合計所得金額
 900万円以下  900万円超　950万円以下  950万円超  1,000万円以下

控除額

配偶者
控除

一般　58万円以下 33万円 22万円 11万円

老人　58万円以下 38万円 26万円 13万円

配
偶
者
特
別
控
除

58万円超　100万円以下 33万円 22万円 11万円

100万円超　105万円以下 31万円 21万円 11万円

105万円超　110万円以下 26万円 18万円 9万円

110万円超　115万円以下 21万円 14万円 7万円

115万円超　120万円以下 16万円 11万円 6万円

120万円超　125万円以下 11万円 8万円 4万円

125万円超　130万円以下 6万円 4万円 2万円

130万円超　133万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超 0円 0円 0円

ひとり親控除、寡婦控除
　ひとり親控除、寡婦控除の要件は以下のとおりです。
　なお、ひとり親控除、寡婦控除ともに事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいる場合は対象外です。
具体的には、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある場合は対象外となります。
（１）ひとり親控除【控除額 30万円】
　ひとり親とは、前年の 12 月 31 日の現況で、婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方のうち、次
の①～②の要件すべてに当てはまる方です。

①生計を一にする子がいること
　（子の総所得金額等が 58 万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る）
②本人の合計所得金額が 500 万円以下であること

（２）寡婦控除【控除額 26万円】	
寡婦とは、前年の 12 月 31 日の現況で「ひとり親」に該当せず、次の①～②のいずれかに当てはまる方です。
①夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる方で、合計所得金額が 500 万円以下の方
②夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方で、
　合計所得金額が 500 万円以下の方（この場合は、扶養親族の要件はありません） 

配偶者控除、配偶者特別控除
　市民税・県民税の配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は、以下の表のとおりです。
　「配偶者の合計所得金額」を記入してください。
　納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は、配偶者控除や配偶者特別控除は適用できません。
※納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超え、生計を一にする配偶者の合計所得金額が 58 万円以下の場合は、「同

一生計配偶者」にチェックしてください。

特定親族特別控除
　市民税・県民税の特定親族特別控除の控除額は以下のとおりです。
　「特定親族」欄に○を記入してください。

※以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等（配偶者及び青色事業専従者

等を除く）
・合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下
・控除対象扶養親族に該当しない

単位：円

給与収入の合計：Ａ 給与所得の金額

650,999 以下 0

651,000 ～ 1,899,999 Ａ − 650,000

1,900,000 ～ 3,599,999 Ａを「4」で割り千円
未満を切り捨てます。

算出金額：Ｂ

Ｂ × 2.8 −  80,000

3,600,000 ～ 6,599,999 Ｂ × 3.2 − 440,000

6,600,000 ～ 8,499,999 Ａ × 0.9 − 1,100,000

8,500,000 以上 Ａ − 1,950,000

給与所得の計算方法
　給与所得の計算は、次の速算表のとおりです。

特定親族の合計所得金額 控除額
58 万円超　95 万円以下 45 万円

95 万円超　100 万円以下 41 万円

100 万円超　105 万円以下 31 万円

105 万円超　110 万円以下 21 万円

110 万円超　115 万円以下 11 万円

115 万円超　120 万円以下 6 万円

120 万円超　123 万円以下 3 万円

単位：円

受
給
者
年
齢

公的年金等の
収入金額：Ａ

公的年金等の雑所得の金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000 万円以下 1,000 万円超
2,000 万円以下 2,000 万円超

65
歳
未
満

1,299,999 以下 Ａ− 600,000 Ａ− 500,000 Ａ− 400,000

1,300,000 ～ 4,099,999 Ａ× 0.75 − 275,000 Ａ× 0.75 − 175,000 Ａ× 0.75 − 75,000

4,100,000 ～ 7,699,999 Ａ× 0.85 − 685,000 Ａ× 0.85 − 585,000 Ａ× 0.85 − 485,000

7,700,000 ～ 9,999,999 Ａ× 0.95 − 1,455,000 Ａ× 0.95 − 1,355,000 Ａ× 0.95 − 1,255,000

10,000,000 以上 Ａ− 1,955,000 Ａ− 1,855,000 Ａ− 1,755,000

65
歳
以
上

3,299,999 以下 Ａ− 1,100,000 Ａ− 1,000,000 Ａ− 900,000

3,300,000 ～ 4,099,999 Ａ× 0.75 − 275,000 Ａ× 0.75 − 175,000 Ａ× 0.75 − 75,000

4,100,000 ～ 7,699,999 Ａ× 0.85 − 685,000 Ａ× 0.85 − 585,000 Ａ× 0.85 − 485,000

7,700,000 ～ 9,999,999 Ａ× 0.95 − 1,455,000 Ａ× 0.95 − 1,355,000 Ａ× 0.95 − 1,255,000

10,000,000 以上 Ａ− 1,955,000 Ａ− 1,855,000 Ａ− 1,755,000

公的年金等の雑所得の計算方法	
　公的年金等に係る雑所得の計算は、次の速算表のとおりです。

所得金額調整控除
　次の（１）または（２）に該当する場合に、給与所得から控除するものです。
（１）給与等の収入金額が 850万円を超え、次の①～③のいずれかに該当する場合
①本人が特別障害者に該当する方
②年齢２３歳未満の扶養親族を有する方
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

所得金額調整控除額
＝｛給与等の収入金額（1,000 万円超の場合は 1,000 万円）− 850 万円｝× 10％

（２）給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が 10万円を超える場合
所得金額調整控除額
＝｛給与所得控除後の給与等の金額（10 万円超の場合は 10 万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（10 万円超の場
　  合は 10 万円）｝− 10 万円


